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お
尋
ね
の
「
学
校
給
食
費
無
償
化
」
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
設
置
者
と
保
護
者
と
の
協
力
に
よ
り
学
校
給
食
が
円
滑
に
実

施
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
の
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
立
法
趣
旨
に
基
づ
き
、
各
義
務

教
育
諸
学
校
の
設
置
者
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
生
活
保
護
制
度
に

よ
る
教
育
扶
助
や
就
学
援
助
制
度
に
よ
る
学
校
給
食
費
の
補
助
を
通
じ
た
低
所
得
者
層
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。 


